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 いじめ防止等のための基本的な方針（令和８年４月３日改定） 

神戸市立太山寺小学校 

はじめに 

  個性の尊重や人間関係の多様化にともない、人と人とのつながりや結びつきも複雑になり、社

会では豊かなコミュニケーション能力が求められるようになってきた。成長過程の子供たちに

とっては、友達とのかかわりが上手く構築できず、思い悩んだり一方的な力関係の中で苦痛を

覚えたりする場面も多くある。その中で、発生する「いじめ」は子供の心身を傷つけるだけでな

く、その後の成長に大きく影響を与える。 

太山寺小学校は、教職員・保護者・地域が一体となって、そのようないじめの問題に取り組む

よう、「いじめ防止対策推進法」第 12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的

にかつ効果的に推進するため、基本的な方針（以下「太山寺小学校基本方針」という。）を策定

する。 

 

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な姿勢 

 １ いじめの問題克服に向けた基本的な方向性 

  いじめは、すべての児童に関する問題である。いじめの防止等の対策は、すべての児童が安心

して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが

行われなくなるようにすることを旨として行われることが大切である。 

また、すべての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、神戸

市いじめ指導三原則「するを許さず されるを責めず 第三者なし」を核とした指導を継続展開

していかなければならない。 

 

２ いじめの防止等に関する基本的な考え方 

 （１）いじめの定義 

    「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等

が心身の苦痛を感じているものをいう。 

  【留意事項】 

① 個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめ 

られた児童の立場に立つことが必要である。その際、「心身の苦痛を感じているもの」と 

の要件が限定して解釈されることのないよう努める。例えばいじめられていても、本人が 

それを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察す 

るなどして確認する必要がある。 

 なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、校内いじめ問題対策委員会 

を開催し、情報を共有したうえで行う。 

   ② 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級の児童や、塾やスポー 

ツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童と何らかの人 
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的関係を指す。 

   ③ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌な 

ことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、 

見えない所での被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童 

の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。 

④ インターネット上で悪口を書かれた児童がいたが、当該児童がそのことを知らずにいる 

ような場合など、行為の対象となる児童本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケース 

についても、加害行為を行った児童に対する指導等については適切な対応が必要である。 

加えて、いじめられた児童の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その 

すべてが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意 

図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を 

傷つけたが、すぐにいじめた児童が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築く 

ことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、 

柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するい 

じめに該当するため、校内いじめ問題対策委員会で情報共有することは必要となる。 

   ⑤ いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談する 

ことが必要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような直ちに警察 

に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意 

向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要 

である。 

【具体的ないじめの態様】 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

・仲間はずれ、集団による無視をされる。 

・軽くぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

・金品をたかられる。 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

・パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等。 

（２）教職員の意識と責務 

①意識 

学校教育に携わるすべての関係者は、いじめの未然防止に向けて「いじめは人権を侵害す 

る決して許されない行為である」ことを児童にしっかりと伝え、人権教育の充実や規範意識 

の醸成に努めていくことが必要である。また「いじめはどの子供にも、どの学校でも起こ 

りうるものであること」さらに「いじめは人間の命に関わる問題であること」という認識を 

もつことが大切である。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、 

多くの児童が入れ替わりながら、いじめる側もいじめられる側も経験する。また、「暴力を 

伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりする 

ことで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命または身体に重大な危険を生じさせうること 

も理解しておかなければならない。 
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②責務 

教職員は、すべての児童がいじめ等のない環境において、安心して学習その他の活動に取 

り組むことができるようにするため、当該活動の保護者その他と連携を図りつつ、学校全体 

でいじめの防止と早期発見に努めなければならない。 

児童がいじめを受けていると思われるときは、法第２３条第１項に定められている通り、 

個人や特定の教職員で問題を抱え込んだり隠したりすることなく、校内いじめ問題対策委員 

会で情報を共有し、適切かつ迅速に指導及び支援をする責務を有する。 

 （３）いじめの未然防止 

    いじめの問題の根本的な解決のためには、未然防止の観点に立った取組を充実することが 

不可欠である。生命や人権の尊重をはじめ、倫理の成立、規範意識の醸成、自主性や協調性 

の育成、人間関係力の育成など、児童一人一人の豊かな心を育む様々な活動を通して、いじ 

めを許さない、いじめを生まない風土づくりに努めることが重要である。そのためには、学 

校において児童の人権が尊重され、それぞれの児童の自己実現につながるような教育活動が 

展開されなければならない。 

 （４）いじめの早期発見 

いじめを許さない学校づくりを進めるとともに、日頃から丁寧に児童理解を深め、早期発 

見に努めることが大切である。いじめは、大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、 

遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、気付きにくく判断しにくい形で行われるこ 

とが多いことを認識しなければならない。さらに、児童の表情や行動の変化、出欠や遅刻等 

の状況の変化等、小さな兆候やサインを見逃すことなくアンテナを高く保つとともに、教職 

員相互が積極的に児童の情報の交換をして情報を共有することが大切である。 

また、いじめの早期発見のため、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、スクールカ 

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携、電話相談窓口の周知等により、児童の 

相談体制を整えるとともに、家庭・地域と連携して見守りを進めていかなければならない。 

 （５）いじめへの対処 

教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深めておくこ 

とが必要である。特に、授業や学級活動等の時間に疑わしい行為や雰囲気をつかんだ場合に 

は、すぐに声をかけたり止めさせたりするなど、初期の教職員の気づきと対応が大きなポイ 

ントである。また、いじめの問題を担任一人で抱え込むことなく学校における組織的な対応 

を可能とするような体制を整備しなければならない。 

いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童やいじめを知ら 

せてきた児童の安全を確保する。さらに詳細を確認した上で、いじめたとされる児童に対し 

て事情を確認し適切に指導する等、迅速かつ組織的な対応を行う。また、家庭や教育委員会 

への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関との連携が必要となる。 

 （６）家庭や地域との連携 

    いじめは学校による指導だけでは解決できない社会問題である。したがって、学校の取組 

をより有効にするため、学校は家庭や地域と密接に連携し、いじめの問題に対する地域ぐる 

みの対策を進めていく。 

ＰＴＡ等の保護者組織と実質的な連絡、協議の場を確保し、積極的に連携を図るとともに、
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いじめの問題への対応の方針等についてもＰＴＡ等とも十分協議する。 

さらに、学校と地域の連携により、校内外にわたって児童が地域の大人と接する場面を増

やすことによって、児童に地域の様々な大人が見守ってくれていることに気付かせることが

大切である。 

（７）関係機関との連携 

いじめの問題への対応においては、児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもか 

かわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関（警察、 

少年サポートセンター、児童相談所、医療機関、法務局等の人権擁護機関）との適切な連携 

が必要であり、平素から、関係機関との情報共有のできる体制を構築しておくことが必要で 

ある。 

（８）家庭の役割と保護者の責務 

子供たちの豊かな人間性を育むためには、第一義的に責任を担う保護者が、家庭をやすら 

ぎと安心を与える場にすることが大切である。さらに、保護者は日頃から子供たちの規範意 

識を養うため、いじめの問題等についても日常の生活体験を通じながら、決して許されるも 

のではないということを丁寧に指導しなければならない。また、子供がいじめを受けた場合 

は、速やかに学校と協力し、子供をいじめから守らなければならない。いじめを行った場合 

についても、学校や関係保護者と協力し、解決に向けた努力をする必要がある。  

 

第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

 １ いじめの防止等のために学校が実施すべき施策 

学校は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等の対 

策のための組織を中核として、校長のリーダーシップのもと、教育委員会とも適切に連携の 

上、学校の実情に応じた対策を推進する。 

  （１）学校いじめ防止基本方針の策定 

    学校は、「国の基本方針」、「神戸市基本方針」を参考にして、学校の実情に応じ、自らの 

学校として、どのようにいじめ防止等の取組を行うかについての基本的な方向、取組の内容 

等を「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）として定める。 

（２）校内いじめ問題対策委員会の設置 

学校には、法第２２条に基づき、いじめ対策についての総括的組織としての「校内いじめ 

問題対策委員会」を設置する。校内いじめ問題対策委員会は、いじめ対策について意思決定 

を行い、すべての教員が一致団結していじめの問題に取り組むための指導的役割を果たす。 

いじめの問題の指導には、学級担任等が個々に取り組むのではなく、学校をあげた取組を推 

進し、状況に応じたメンバーでチームを組んで指導する。 

①校内いじめ問題対策委員会の構成員 

校長、教頭、関係教員、生徒指導係教員、養護教員、スクールカウンセラー、スクールソ 

ーシャルワーカー等、いじめの問題に関する措置を実効的に行う関係者 

   ②校内いじめ問題対策委員会の役割 

    ・学校基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成 

    ・具体的で実効性のある校内研修の企画 
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    ・実態把握や情報収集を目的とした取組（円滑な情報共有） 

    ・いじめの相談・通報の集約 

    ・いじめが生じた際の組織的な対応 

    ・いじめ事案の事実関係を調査する母体 

    ・保護者や地域への情報提供 

 （３）いじめの未然防止 

    いじめの問題においては、未然防止に取り組むことが最も重要であり、豊かな人間関係を 

築き、豊かな心を育てる、いじめを許さない土壌づくりに取り組むため、年間を通して予防 

的、開発的な取組を計画・実施する必要がある。また、児童が自主的にいじめの問題につい 

て考え、議論すること等のいじめの防止に関する活動に取り組むことが大切である。 

   ①思いやりの心を育む教育 

学校においては、授業をはじめ道徳教育や学級活動等すべての教育活動を通して、児童一 

人一人に「互いを思いやり、自分も他人も同じように尊重できる心」を育むことが必要であ 

る。 

同時に、「いじめは決して許されないことであり、いじめをはやし立てたり、傍観したり 

する行為もいじめと同様に許されない」等、いじめに対する正確な知識を伝え、その知識を 

もとに正しく行動できる児童の育成に努める。 

さらに、いじめについて大人に訴えることは勇気ある正しい行為であり、いじめられてい 

る児童やいじめについて訴え出た児童は学校が徹底して守り通すという明確な姿勢を日頃 

から言葉と態度で示していく。 

これらの指導は決して表面的なものに終わることなく、児童が心を揺さぶられ、いじめの 

問題について真剣に向き合うようになるまで指導方法等に工夫を凝らし、継続していくこと 

が必要である。 

②豊かな体験を通した心の教育と温かい集団づくり 

体験活動や自主的活動、奉仕活動等を積極的に推進し「命の大切さを実感させる」「問題 

解決能力を育む」「他人を思いやる心を育てる」など人間関係や生活経験を豊かなものにす 

る取組を進める。 

さらに、学級活動や行事、総合的な学習の時間等を通して、児童一人一人が「自分を理解 

する」「自分を表現する」「仲間を理解して受け入れ信頼関係を築く」等の人間関係力、コミ 

ュニケーション力、社会的スキル等を育てる取組を進める。 

そして、仲間同士で認め合い支え合う関係を深め、すべての児童が達成感をもち、自尊感 

情を高め、常に心のエネルギーを満たし、自分の居場所がある温かい集団づくりを進める。 

③規範意識を身に付け、自浄力をもつ児童集団の育成 

児童が学級活動や児童会活動の中で、いじめに関する課題に主体的に向き合う機会を設け、 

いじめを許さず、阻止するという強い意識といじめを解決できる力をもった自浄力のある児 

童集団の育成により「いじめを許さない学級学校づくり」を実現する。 

加えて、すべての教育活動の中で、社会における規範やきまりを守ることの意義等を指導 

し、規範意識の醸成と道徳性、社会性の伸長を図る。 
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（４）いじめの早期発見 

いじめは、早期発見することが早期解決につながる。そのためには、日頃から児童の見守 

りや信頼関係の構築に努めることが必要である。 

①児童理解 

平素から児童の交遊関係など生活実態をきめ細かく把握し、個々の表情の変化やいじめの 

サインを見逃さないよう注意すること。さらに、早期発見のためのチェックリストの活用、 

定期的なアンケートや教育相談週間の実施などにより、いじめ発見に向けて積極的な取組を 

欠かさない。なお、アンケートについては、保存年限を守り、その内容についても児童がい 

じめへの認識を深めるとともに、実情を記入しやすいものとなるよう十分に協議の上作成す 

る。 

②信頼関係の構築 

 日常の学校生活の中で積極的な言葉かけを行うなど直接的な触れ合いを大切にし、チャン 

スカウンセリングや生活ノート指導などの教育活動を通じ、児童が安心して心を開き、相談 

できる雰囲気と体制づくりに努める。その上で担任を中心として深い信頼関係を築いていく。 

③相談機能の充実 

スクールカウンセラーや養護教員と効果的に連携し、児童の悩みを積極的に受け止める機 

会を設定する。加えて、相談によってよい結果が出た例などを紹介し、児童が相談に対して 

抵抗感をもたないような工夫をする。また、教職員は、問題の発生を予防したり児童の適応 

や自己成長を援助したりする「育てる教育相談」の考え方を理解し実践していくため、スキ 

ル演習を通してその基本的な考え方や実際の手法を学ぶことも大切である。 

④校外相談機関との連携 

教育相談指導室やこうべっ子悩み相談「いじめ（ネットいじめ）・体罰・こども安全ホッ 

トライン」（24時間電話相談）など校外の相談施設の機能や利用の仕方を児童や保護者に周 

知し、必要に応じて活用するよう啓発すること。さらに各相談システムと連携を図り、学校 

での指導に役立てていく。 

（５）いじめへの早期対応 

   いじめの兆候に気付いたときには、問題を軽視することなく早期に事態把握を行い、対応す 

ることが大切である。 

 ①実態把握 

  指導に当たっては、当該児童双方、周囲の児童から個々に事情を聴き取り、関係教職員で 

情報共有して、全体像を把握し、指導体制、方針、役割分担を明確にする。指導方針の共通 

理解のもと、児童、保護者に対応し、事案に応じて教育委員会、関係機関と連携する。 

②児童、保護者への指導 

 当該児童から、状況や気持ちを十分に聴き取る。いじめられた児童からは不安を取り除き、 

共感的に受け止める。いじめた児童には、いじめは非人道的な行為であることやいじめられ 

る側の気持ちを認識させる。それぞれの保護者には事実関係や相手の児童や保護者の気持ち 

を伝えるとともに、今後の指導方針や相談体制等を伝える。 

 なお、児童、保護者には適時、適切な方法で経過報告をする。 

③周囲の児童への指導 
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 当該児童の問題にとどめず、当該児童のプライバシーに十分注意した上で、学級および学 

校の問題としてとらえ、再発防止を含め、いじめ問題の根本的な解消を目指した取組を進め 

る。 

（６）いじめの解消について 

   いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」 

状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。 

①いじめに係る行為が止んでいること 

     いじめを受けた児童に対する心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態 

が、少なくとも３か月の間継続していること。 

②いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと 

 いじめを受けた児童本人およびその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか

を面談等により確認する。 

上記２つの要件に捉われることなく、学校は必要に応じて他の事情も勘案して判断し、

中長期的な視点でも児童の人間関係・生活状況を見守り、改善に向け導いていかなければ

ならない。 

（７）特別な支援を必要とする児童への対応 

特別支援学級に在籍する児童、もしくは通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童 

の中には、他の児童との間に何らかのトラブルが生じた際に、自分の思いや苦しさを表現する 

ことが困難な児童も在籍している。 

このような児童に対するいじめを未然に防止したり、発生したいじめを早期に発見し解消を 

図ったりするには、一人一人の特性を正確に理解し、情報を共有した上で、全教職員による支 

援体制を構築していくことが不可欠である。 

また、いじめをしない、許さないという、人間性豊かな心を育てていくため、個々の児童を 

尊重する教育の推進が必要であり、特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習をより積 

極的に推進していくことが大切である。 

①交流学級担任と特別支援学級担任の連携 

相互の連携を密に行い、それぞれの学級での発言内容、表情、及び行動の変化等について 

情報を交換する。 

個別の指導計画の内容や、交流及び共同学習の目標ならびに進め方等について指導方針を 

共有する。 

②常に教員の目が行き届く見守り体制づくり 

清掃活動時、休み時間、給食準備時、朝の会（帰りの会）の時間帯など担任一人では見守 

りきれない時間帯を全職員でカバーできるよう体制づくりを行う。 

③全職員での情報共有 

職員会、研修、職員朝集の場を活用し、当該児童に係る情報を全職員で共有できる機会を 

確保する。 

   ④保護者連携 

保護者との連携を密に行い、家庭での発言内容や表情、及び行動の変化等について情報を 

得る。 
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（８）特に配慮を要する児童への対応 

様々な特性や背景のある児童に対しては、教職員の正しい理解のもと、日常的に適切な支援

を行う。 

①海外から帰国した児童、外国人の児童、国際結婚の保護者をもつなどの外国につながる児 

童については、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに 

留意し、教職員、児童、保護者等の理解を促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、 

必要な支援を行う。 

②性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童については、教職員への正しい理解の促進や、 

学校として必要な対応を行う。 

③各地での災害や事故等により被災した児童や避難をしている児童については、心身への多 

大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、当該児童に対する心のケア 

を適切に行う。 

④特別な事情があり、親元を離れ、児童養護施・児童自立支援施設等で生活をしている、ま 

たは、した経験がある児童に対し、その背景を十分に理解した上で、必要な支援を行う。 

上記の児童を含め、特に配慮を要する児童に対して、保護者との連携、周囲の児童に対する 

必要な指導を組織的に行い、いじめの未然防止に努める。 

（９）インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめへの対応 

①未然防止 

インターネットやソーシャルメディアの特殊性による危険性やトラブルについて、最新の 

動向を把握し、情報モラル教育を実施するとともに、児童、保護者、地域への啓発に努める。 

さらに、パソコンや携帯電話、スマートフォン等の使用に関するマナーや家庭でのルール 

づくりについて保護者に積極的に協力依頼する。 

②早期対応 

インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめを認知した場合は、書き込みや画 

像の削除等の迅速な対応を図るとともに、事案によっては警察や法務局等の関係機関と連携 

して対応していく。 

（10）校種間の連携 

   保育所・幼稚園・認定こども園等と小学校・特別支援学校間、そして小・中・高・特別支援 

  学校間の連携により、児童生徒の情報を確実に引き継ぎ、指導に生かすとともに、いじめに対 

する学校の指導体制、指導内容の共有に努める。 

   また、校区内の小・中学校間においては、「いじめ防止小中地域会議」等を活用した取組を 

  通して、いじめの問題に向き合う姿勢を共有し、一貫した指導に生かすことができるようにす 

る。 

 

第３ 重大事態への対処 

 １ 教育委員会または学校による調査 

   重大事態の意味については、次の通りとする。 

    ①いじめにより当該学校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い

があると認めるとき。 
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     ・児童が自殺を企図した場合 

     ・身体に重大な傷害を負った場合 

     ・金品等に重大な被害を被った場合 

     ・精神性の疾患を発症した場合 

    ②いじめにより当該学校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがあると認めるとき。なお、相当の期間とは、年間３０日を目安とする。た

だし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、

迅速に調査に着手する。 

 

    ・重大事態への対処に当たっては、いじめられた児童や保護者からの申し立てがあったと 

きは、適切かつ真摯に対応する。 

    ・重大事態については、本基本方針及び国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ 

イン（平成２９年３月文部科学省）」により適切に対応する。 

 （１）重大事態の報告 

学校は、重大事態であると判断した場合、教育委員会を通じて神戸市長へ、事態発生に

ついて報告する。 

（２）調査の趣旨および調査主体について 

調査は、当該重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行 

う。 

学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告する。教育委員会は、 

その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。調査は、 

①学校が主体となって行う場合 

②教育委員会が主体となって行う場合 

が考えられる。その際、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

（３）調査を行うための組織について 

①学校が主体となる場合 

学校が設置している「校内いじめ問題対策委員会」を母体とし、当該重大事案の性質に 

応じて神戸市サポートチーム（いじめ問題等の解決に向けたサポートチーム）の派遣の他、 

弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者 

であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者 

（第三者）について、外部の専門機関からの推薦等により参加を図り、当該調査の公平性・ 

中立性を確保する。 

②教育委員会が主体となる場合 

法第１４条第３項の趣旨に基づき教育委員会に設置される附属機関である「神戸市いじ 

    め問題審議委員会」を、調査を行うための組織とする。その場合、必要があるときは臨時 

委員を置き、調査のための部会を組織することができる。ただし、その構成員は弁護士や 

精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、 

当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者（第三者） 

について、外部の専門機関からの推薦等により参加を図り、当該調査の公平性・中立性を 
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確保する。 

（４）事実関係を明確にするための調査の実施 

当該重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、 

どのような態様であったか、学校がどのように対応したかという事実関係を、可能な限り 

網羅的に明確にする。その際、学校及び教育委員会は積極的に資料を提供し、たとえ不都 

合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要である。 

①いじめられた児童からの聴き取りが可能な場合 

 いじめられた児童や情報を提供した児童を守ることを最優先とした調査実施が必要で 

ある。 

②いじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合 

当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に今後の調査について協議して調 

査に着手することが必要である。 

（５）その他の留意事項 

事案の重大性を踏まえ、教育委員会において出席停止措置の活用や、いじめられた児童 

又はその保護者が希望する場合には、就学事務を執り行う西区長（区役所市民課）や関係 

市町村教育委員会等と協議し、就学校の指定の変更や区域外就学を認める等の弾力的な対 

応を検討することも必要である。 

さらに、学校及び教育委員会は、児童や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取 

り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシー 

への配慮に留意する必要がある。 

 ２ 調査結果の提供および報告 

  （１）いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任 

教育委員会または学校は、いじめを受けた児童やその保護者に対して、事実関係等その

他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関

係（いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対

応したか）について、いじめを受けた児童やその保護者に対して適時・適切な方法で説明

する。 

これらの情報の提供に当たっては、学校または教育委員会は、他の児童のプライバシー

保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。ただし、いたず

らに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。 

また、学校が調査を行う場合においては、教育委員会は、情報の提供の内容・方法・時

期などについて必要な指導及び支援を行う。 

  （２）調査結果の報告 

調査結果については、神戸市長に報告する。 

上記（１）の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場

合には、いじめを受けた児童又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結

果の報告に添えて神戸市長に送付する。 

 ３ 調査結果の報告を受けた神戸市長による再調査及び措置 

（１）再調査 
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上記（２）の報告を受けた神戸市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大 

事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査 

を行う等の方法により、法第 28条第 1項の規定による調査の結果について調査（以下「再 

調査」という。）を行うことができる。 

  附属機関については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的 

な知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係や特別の 

利害関係を有する者ではない者（第三者）について、外部の専門機関からの推薦等により 

参加を図り、当該調査の公平性・中立性を図るよう努める。 

再調査についても、教育委員会または学校等による調査同様、いじめを受けた児童及び 

その保護者に対して、情報を適切に提供する責任があるものと認識し、適時・適切な方法 

で、調査の進捗状況及び調査結果を説明する。 

（２）再調査の結果を踏まえた措置等 

      神戸市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当 

該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必 

要な措置を講ずる。 

また、再調査を行った時、神戸市長はその結果を議会に報告しなければならない。 

 

第４ その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

１ 神戸市は、当該基本方針の策定から 3 年の経過を目途として、基本方針の見直しを検討し、 

必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じる。 

２ 教育委員会は、神戸市立学校における学校基本方針について、それぞれ策定状況を確認し、 

公表する。 

 

 神戸市ＰＴＡ協議会より保護者の皆様へのメッセージ 

 

いじめ防止対策推進法第９条に保護者の責務等が定められています。神戸の子供たちが互いの人

格を尊重し合いながら、人として心豊かにたくましく成長していけるような環境づくりにＰＴＡ 

としても努力してまいります。各家庭におかれても、以下に掲げる内容に真摯に向き合っていただ

き、家族間のコミュニケーションを大切にしながら、いじめのない社会を構築していけることを願

っています。 

１ あいさつ・手伝いなどを通じて、いつでも声を掛け合える明るい家庭づくりが大切です。 

２ 子供に対して真っ直ぐに向き合い、常日頃から子供の喜びや悩みを共有し、子供の心の居場 

所を作っておくことが必要です。 

３ 子供に対して「良いこと 悪いこと」の価値基準を教えるなど、規範意識を醸成させるよう 

な親子関係が求められています。 

４ 携帯電話やスマートフォン・ＰＣ等の情報端末の利用に関し、家族内で約束事を決め、子供 

と一緒に守っていくとともに、インターネットやソーシャルメディア利用に際しては、保護者 

の管理下のもと適切な使用を促すことが大切です。 

５ いじめ等が起こった時は、学校と関係の保護者と協力して早期に解決を図ることが必要です。 


